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平成３０年第３回足寄町議会臨時会議事録
平成３０年７月３１日（火曜日）

◎出席議員（１３名）

１番 熊 澤 芳 潔 君 ２番 榊 原 深 雪 君

３番 多治見 亮 一 君 ４番 木 村 明 雄 君

５番 川 上 初太郎 君 ６番 前 田 秀 夫 君

７番 田 利 正 文 君 ８番 高 道 洋 子 君

９番 髙 橋 健 一 君 １０番 星 孝 道 君

１１番 髙 橋 秀 樹 君 １２番 井 脇 昌 美 君

１３番 吉 田 敏 男 君

◎欠席議員（０名）

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者

足 寄 町 長 安久津 勝 彦 君

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者

副 町 長 渡 辺 俊 一 君

総 務 課 長 大 野 雅 司 君

福 祉 課 長 丸 山 晃 徳 君

住 民 課 長 松 野 孝 君

経 済 課 長 村 田 善 映 君

建 設 課 長 増 田 徹 君

◎職務のため出席した議会事務局職員

事 務 局 長 櫻 井 保 志 君

総 務 担 当 主 査 西 岡 潤 君
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◎議事日程

日程第 １ 会議録署名議員の指名＜Ｐ３＞

日程第 ２ 会期の決定＜Ｐ３～Ｐ４＞

日程第 ３ 行政報告（町長）＜Ｐ４～Ｐ６＞

日程第 ４ 報 告 第 ４ 号 専決処分の報告について（特別養護老人ホーム敷地内にお

ける車両損傷事故に対する損害賠償の額を定めることにつ

いて）＜Ｐ６～Ｐ７＞

日程第 ５ 報 告 第 ５ 号 専決処分の報告について〔平成３０年度足寄町介護サービ

ス事業特別会計補正予算（第１号）〕＜Ｐ７＞

日程第 ６ 報 告 第 ６ 号 専決処分の報告について（車両事故に対する損害賠償の額

を定めることについて）＜Ｐ７～Ｐ８＞

日程第 ７ 報 告 第 ７ 号 専決処分の報告について〔平成３０年度足寄町一般会計補

正予算（第３号）〕＜Ｐ８＞

日程第 ８ 議案第７４号 認知症高齢者グループホーム２新築（建築主体）工事請負

契約について＜Ｐ８～Ｐ９＞

日程第 ９ 議案第７５号 下水道管渠新設その２工事請負契約について＜Ｐ９～Ｐ１

０＞

日程第１０ 議案第７６号 里見が丘公園整備（遊戯広場）工事請負契約について＜Ｐ

１０～Ｐ１２＞

日程第１１ 議案第７７号 財産（立木）の処分について＜Ｐ１２～Ｐ１３＞

日程第１２ 議案第７８号 足寄町資源ごみ処理等事業特別会計条例の制定について＜

Ｐ１３～Ｐ１４＞

日程第１３ 議案第７９号 平成３０年度足寄町一般会計補正予算（第４号）＜Ｐ１４

～Ｐ１５＞
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午前１０時００分 開会

◎ 開会宣告

○議長（吉田敏男君） 全員の出席でござい

ます。ただいまから、平成３０年第３回足寄

町議会臨時会を開会をいたします。

◎ 町長挨拶

○議長（吉田敏男君） 町長安久津勝彦君か

ら、招集の御挨拶がございます。

町長 安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君） 議長のお許しをい

ただきましたので、第３回臨時会招集に対し

ましての御挨拶を一言申し上げたいというふ

うに思います。

ことしは、まさに天候不順と言いましょう

か、低温、そして長雨、そして最近では高温

という、こんな状況が続いているところでご

ざいます。そういう意味では、足寄町の基幹

産業であります農業に対する影響というの

は、非常に懸念されているわけであります。

そういった中、足寄町の農業の畑作の主要

作物の一つである小麦の収穫が７月２７日か

ら始まりました。まだ、３０日現在で進捗率

５.７％という状況でありますけれども、今

のところ、乾重で反収が１０.１８というこ

とで、この数字だけを聞きますと、まあまあ

平年作かなという、そんな思いしていますけ

れども、ただ、一部では粒がふぞろいという

こともちょっと情報として入ってきています

から、最終的には収穫が進んだ中でどういう

状況になるか、ちょっと心配している部分も

あります。何とか順調に収穫作業が続いて、

無事収穫作業が終了することを、そしてさら

には他の作物についても、この好天が続い

て、何とか持ち直しをしていただければとい

うことで願っているところでございます。

さて、本日予定しております案件でござい

ますけれども、この後、議長のお許しをいた

だいた後、行政報告につきましては３件を予

定しております。それから、専決処分に関す

る報告事案が４件、議案といたしまして６件

予定しておりますので、御審議賜りますよ

う、お願いを申し上げまして、簡単ではござ

いますけれども、招集に際しての御挨拶にか

えさせていただきます。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

◎ 開議宣告

○議長（吉田敏男君） これから、本日の会

議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

です。

◎ 会議録署名議員の指名

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、足寄町議会総合条例第

１８４条の規定によって、８番高道洋子君、

９番髙橋健一君を指名をいたします。

◎ 議運結果報告

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。

議会運営委員会委員長 榊原深雪君。

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） 本

日開催されました、第３回臨時会に伴う議会

運営委員会の協議の結果を報告いたします。

会期は、本日１日間であります。

本日は、最初に町長から行政報告を受けま

す。

次に、報告第４号から報告第７号までの報

告を受けます。次に、議案第７４号から議案

第７９号までを即決で審議いたします。

以上で、報告を終わらせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

◎ 会期決定の件

○議長（吉田敏男君） 日程第２ 会期決定

の件を議題といたします。

お諮りをいたします。

本臨時会の会期は、本日１日間としたいと

思います。
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これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、会期は本日１日間に決定をい

たしました。

◎ 行政報告

日程第３ 行政報告を行います。

町長から行政報告の申し出がありました。

これを許します。

町長 安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君） 議長のお許しをい

ただきましたので、３件の行政報告をいたし

ます。

まず、足寄町開町１１０年記念事業につい

てでございます。

足寄町は、明治４１年４月１日に白糠ほか

６カ村戸長役場より分離をし、足寄ほか３カ

村戸長役場が開庁されてからことしで１１０

年を迎えます。

今日の足寄町は厳しい自然の猛威に耐え忍

び、幾多の苦難を乗り越えてきた先人の偉大

な知恵と努力によって築かれてきました。こ

の偉業を受け継ぎ、より一層協働によるまち

づくりを推進し、未来に向かって躍進してい

く契機とするため、本年度、開町１１０年記

念事業を企画・実施したいと考えておりま

す。

記念式典につきましては、１１月１８日日

曜日に開催を予定し、開町１１０年記念表彰

として、８０年以上本町に在住し、現在もお

住まいの方で、開町１００年記念の際に表彰

を受けておられない永年在住者２３４人への

表彰を行い、多くの先駆者によって培われて

きた１１０年の歴史と伝統を心に刻み、さら

に「緑の大地にあふれる幸せ 安全で安心な

まち あしょろ」を目指してまいりたいと考

えております。

記念事業につきましては、本町出身であ

り、故郷足寄町の名を全国に広め、本町の発

展に多大な御貢献をいただいた、松山干春さ

ん、鈴木宗男さんを招いてのトークショー開

催を９月７日に予定をしております。

そのほか、町及び町関連団体の各種事業並

びに町内の各団体に開町１１０年記念にふさ

わしい事業について紹介をし、冠事業として

実施することとしております。これらの事業

につきましては、資料といたしまして、足寄

町開町１１０年記念事業一覧表を添付してお

りますので、御参照いただきたいと存じま

す。

なお、開町１１０年記念事業に関する予算

案を本臨時会に提案させていただいておりま

すので、町議会の皆様の御理解を賜りますよ

うお願いを申し上げ、御報告といたします。

次に、７月２日から５日にかけての前線や

低気圧による大雨災害の状況について、御報

告をいたします。

７月２日から４日にかけて北海道付近に停

滞する前線に向かって暖かく湿った空気が流

入し、大気の不安定な状態となり、また、５

日には台風７号から変わった温帯低気圧が北

海道付近を通過しました。

このため、足寄町では７月３日午前３時か

ら４時にかけて１時間に２３ミリと激しい雨

が降り、降り始めの７月１日の夜遅くから７

月５日のタ方までの総雨量は、町民センター

前に気象庁が設置した足寄観測所では１４６

ミリ、柏倉観測所では１５９ミリ、上螺湾観

測所では１２９ミリとなり、平年の７月一月

分の雨量を上回る大雨となりました。

町の対応についてでありますが、７月３日

の早朝に稲牛地区住民から町道足寄白糠線の

道路横断管排水ロが閉塞し、路面冠水してい

るとの通報を受け、建設課職員が現場に急行

し応急復旧作業を実施したほか、町道６路線

において路肩決壊などがあり、うち緊急を要

する３路線について同日復旧作業を実施をい

たしました。７月５日以降におきましても、

町道常盤の沢線ほかの３路線において路肩決

壊などが確認され、今後引き続き復旧作業を

進めてまいります。

なお、現在も通行どめの措置をしておりま
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す町道常盤の沢線の本復旧につきましては、

８月中旬ごろを見込んでおります。

また、町では気象庁からの今後の気象の見

通しについての情報提供を受け、７月４日午

前１１時４０分に理事者・総務課・建設課・

福祉課による災害対策会議を開催をし、重点

警戒箇所、樋門・樋管の管理徹底を確認を

し、配水ポンプ等の資機材の手配、旭町排水

機場への排水ポンプの設置を行うこととし、

７月５日の夕方から７月６日の明け方まで旭

町排水機場におきましてポンプ排水作業を実

施をいたしました。

７月４日の午後４時５０分には２回目とな

る災害対策会議を同じメンバーにより開催を

し、勤務終了後の全職員を自宅待機とするこ

とを決定、午後６時には全町内に防災行政無

線により大雨による土砂災害への注意喚起を

実施しております。

今回の大雨による被害状況でありますが、

土木被害といたしまして町道１１路線の路肩

や、のり面決壊による復旧費用として約４６

０万円と推計しており、町道足寄白糠線にお

いては、道路横断排水ロ閉塞対策など本復旧

に向けた調査費を本臨時会に提案させていた

だいております。

また、通行規制の実施状況ですが、町道川

向線、町道空内線、町道常盤の沢線の３路線

において、通行どめ措置を実施しておりまし

たが、町道常盤の沢線につきましては現在も

通行どめ措置が継続中となっております。道

道におきましては、道道モアショロ原野足寄

停車場線、道道北見白糠線において通行どめ

措置が実施され、道道北見白糠線におきまし

ては、現在も通行どめ措置が継続されており

ます。

次に農地・農作物の被害でありますが、農

地土砂流出が２圃場０.１２へクタール、農

地土砂堆積が１圃場０.０１へクタールの計

３圃場０.１３へクタールで、被害額３４０

万円。農作物の被害といたしましては、秋ま

き小麦倒伏約１.５へクタール、冠水により

小豆等の豆類が１９ヘクタール、てん菜が１

２.２へクタール、デントコーンが１３.４へ

クタール、バレイショ・タマネギでそれぞれ

０.３ヘクタールの計４６.７ヘクタールで、

被害額は現時点では１,５６４万９,０００円

と推計をしております。

なお、町道足寄白糠線の道路横断排水口閉

塞対策など本復旧に向けた調査費と、災害用

水中ポンプ電源設備設置工事費及び農地復旧

費において、本臨時会に補正予算案を提案さ

せていただいておりますので、御理解を賜り

ますようお願いを申し上げます。

最後になりますが、被災された皆様に心か

らお見舞いを申し上げますとともに、西日本

豪雨により甚大な被害を受けた広島県、岡山

県を初めとする西日本地区の一刻も早い復興

を祈念し、御報告とさせていただきます。

次に、平成３１年４月以降のごみ処理体制

につきまして、現在、池北三町行政事務組合

銀河クリーンセンターで行っているごみ処理

は、平成３１年４月から十勝圏複合事務組合

くりりんセンターと銀河クリーンセンターの

２カ所で行うこととなるに伴い、本町におけ

る今後のごみ処理体制のあり方について、検

討を行ってまいりました。

このたび、一定程度方向性が固まりました

ので、その概要を御報告いたします。

まず、ごみの分別の種類につきましては、

現行１７種類としている区分を燃やすごみ、

燃やさないごみ、有害ごみ、危険ごみ、粗大

ごみ、金属類、缶類、びん類、プラスチック

製容器包装等の資源ごみ等、１６種類に変更

することといたします。また、昨年の第２回

定例会において生ごみ及び木くずにつきまし

ては、本町に建設されるバイオガスプラント

での処理可能性について協議検討をしている

旨、行政報告いたしましたが、バイオガスプ

ラントでの処理は見送ることとし、生ごみ及

び木くずは、燃やすごみとして処理をしてま

いります。

次に、収集回数につきましては、市街地は

４地区に分け、現行おおむね２週に３回収集

している生ごみ及び埋立ごみは、それぞれ燃
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やすごみ、燃やさないごみとして、曜日指定

の上、週に１回、資源ごみは従来どおり曜日

指定の上、週に１回といたしますが、びん

類、プラスチック製容器包装等これら以外で

曜日を分けて収集する予定であります。

粗大ごみは予約制とし、現行月１回を月２

回に、危倹ごみ及び有害ごみは、燃やさない

ごみ収集日に収集する予定であります。

市街地以外につきましては、３地区に分

け、全ての種類のごみを曜日指定の上、週１

回収集することといたしますが、粗大ごみは

予約制とし、随時収集いたします。

ごみの収集時間につきましては、現在、収

集日当日の午前８時４５分までにごみステー

ション等へ出すようお願いをしております

が、資源ごみ以外のごみをくりりんセンター

へ搬入するに伴い、現行より１５分早め、８

時３０分までに変更する予定です。

その他、現行の生ごみ及び埋立ごみ用の指

定ごみ袋は、分別区分の変更に伴い、燃やす

ごみ及び燃やさないごみ用に変更をし、新た

なごみ袋には、上部に取っ手をつけ、縛りや

すい形状にするとともに、材質も強化いたし

ますが、販売価格は据え置くものといたしま

す。また、既に購入されている現行の指定ご

み袋は、期限を設け、引き続き燃やすごみ用

として御使用いただけるようにする予定であ

ります。

以上のとおり、平成３１年４月から分別区

分や収集体制等の変更に伴い、住民の皆様に

混乱を招かぬよう住民説明会を開催し、変更

内容の周知を図ってまいります。

説明会の日程につきましては、決まり次

第、自治会回覧等でお知らせする予定であり

ます。

なお、平成３１年３月３１日をもって、ご

み処理等の事務を担ってきた池北三町行政事

務組合が解散をし、平成３１年４月１日以降

は、本別町及び陸別町から資源ごみ処理等事

務の委託を受け、本町が受託するに伴い、特

別会計を設置し、一般会計と区分して経理を

明確化するため、今臨時会に足寄町資源ごみ

処理等事業特別会計条例制定案を提案してお

りますので、よろしく御審議を賜りますよう

お願いを申し上げます。

今後におきましても、本町のすぐれた自然

環境を守り、環境への負荷の少ない持続可能

な循環型社会を構築するため、効率的なごみ

処理を推進するとともに、ごみの減量化や再

資源化に努めてまいりますので、御理解を賜

りますようお願い申し上げ、御報告といたし

ます。

以上、行政報告とさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これで、行政報告を

終わります。

◎ 報告第４号

○議長（吉田敏男君） 日程第４ 報告第４

号専決処分の報告について（特別養護老人

ホーム敷地内における車両損傷事故に対する

損害賠償の額を定めることについて）の件を

議題といたします。

本件について、報告を求めます。

福祉課長 丸山晃徳君。

○福祉課長（丸山晃徳君） ただいま議題と

なりました、報告第４号専決処分の報告につ

いて、提案理由の御説明を申し上げます。

地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り、下記のとおり専決処分したので、同条第

２項の規定により、これを報告するものでご

ざいます。

専決処分書。

足寄町立特別養護老人ホーム敷地内におけ

る車両損傷事故に対する損害賠償の額を定め

ることについて、地方自治法第１８０条第１

項の規定により、次のとおり専決処分する。

損害賠償総額１２万８,７３６円。

事故発生の場所、日時等については、別紙

示談書のとおりでございます。２ページ左側

に示談書を添付していますので、御参照願い

ます。

事故の概要ですが、平成３０年６月５日午

後２時２０分、足寄町西町９丁目２番地３１

の足寄町立特別養護老人ホームの敷地内にお
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いて、足寄町準職員公務補廣谷雅士がナイロ

ンコード式の刈払機により草刈り作業をして

いたところ、石を飛ばしてしまい、７.５

メートル先に離れて駐車中の森太惠司氏所有

の軽自動車のボディを傷つけるとともに運転

席側窓ガラスを割ってしまったものでありま

す。なお、事故発生時、軽自動車内には人は

いなかったので、けが人等はおりませんでし

た。

事故の原因でございますが、草刈り作業の

際、石が存在している場所にもかかわらず、

飛散防止対策が不十分な状況で刈払機を使用

してしまったことが事故発生の原因となった

ものでございます。

過失割合につきましては、足寄町が１００

％、森太惠司氏がゼロ％で、車両損傷事故の

示談が平成３０年６月２９日に成立いたしま

したので、足寄町が森氏に対して損害賠償金

として車両修理代１２万８,７３６円を支払

うこととするものでございます。今後、この

ようなことがないように、草刈り作業時には

最善の注意を払い、入所者やその御家族等が

安心して信頼していただける施設の管理運営

に努めてまいります。

なお、３ページ目に、事故発生現場状況図

を添付しておりますので、御参照願います。

以上で、報告第４号専決処分の報告とさせ

ていただきますので、御理解のほど、よろし

くお願い申し上げます。

○議長（吉田敏男君） これにて、報告を終

わります。

◎ 報告第５号

○議長（吉田敏男君） 日程第５ 報告第５

号専決処分の報告について（平成３０年度足

寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第

１号））の件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

福祉課長 丸山晃徳君。

○福祉課長（丸山晃徳君） ただいま議題と

なりました、報告第５号専決処分の報告につ

いて、御報告を申し上げます。

地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り、下記のとおり専決処分したので、同条第

２項の規定により、これを報告するものでご

ざいます。

専決処分書。

平成３０年度足寄町介護サービス事業特別

会計補正予算（第１号）を、地方自治法第１

８０条第１項の規定により別紙のとおり専決

処分する。

補正予算の内容について申し上げます。５

ページ目をお開き下さい。

平成３０年度足寄町介護サービス事業特別

会計補正予算（第１号）。歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ１２万９,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ３億１,００４万７,０００円とするもの

でございます。

補正予算の内容につきましては８ページ目

となりますが、報告第４号で報告いたしまし

た車両損傷事故に伴います損害賠償金１２万

９,０００円の支出計上と、この財源といた

しまして、同額の賠償保障保険金の歳入計上

を行ったものでございます。

以上で、報告とさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これにて、報告を終

わります。

◎ 報告第６号

○議長（吉田敏男君） 日程第６ 報告第６

号専決処分の報告について（車両事故に対す

る損害賠償の額を定めることについて）の件

を議題といたします。

本件について、報告を求めます。

建設課長 増田徹君。

○建設課長（増田 徹君） ただいま議題と

なりました、報告第６号専決処分の報告につ

いて、提案理由の御説明を申し上げます。

地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り、下記のとおり専決処分したので、同条第

２項の規定により、これを報告するものでご

ざいます。
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専決処分書。

車両物損事故に対する損害賠償の額を定め

ることについて、地方自治法第１８０条第１

項の規定により次のとおり専決処分する。

損害賠償総額３３万１,６６８円。事故の

発生場所、日時等については、別紙示談書の

とおりでございます。１０ページ左側に示談

書を添付しておりますので、御参照願いま

す。

事故の概要でございますが、平成３０年５

月３１日午後７時３０分ごろ、足寄町共栄町

１２３番１０地先（町道・足寄原野線）の路

上において、土門浩治氏が運転する車両が通

過したところ、路面排水溝に設置されていた

グレーチングが外れて側溝に車体が落ちてし

まい、車両左側の前後輪タイヤが破損し、走

行不能となったものでございます。なお、運

転していた土門氏にはけがはありませんでし

た。

事故の原因でございますが、グレーチング

をとめていたナットが、経年劣化等により外

れていたため、車両通過時にグレーチングが

ずれて車体が側溝に落ちたことが事故の原因

と思われます。

過失割合につきましては、足寄町が１００

％、土門氏がゼロ％で、物損事故の示談が平

成３０年７月９日に成立いたしましたので、

町が土門氏に対して損害賠償金として３３万

１,６６８円を支払うこととするものでござ

います。

今後、このようなことが起きないように、

グレーチングの点検・確認を行い、安全・安

心で町民に信頼される道路の維持管理に努め

てまいりたいと思います。

なお、１１ページに事故発生現場状況図を

添付しておりますので、御参照願います。

以上で、報告第６号専決処分の報告とさせ

ていただきますので、御理解のほどよろしく

お願い申し上げます。

○議長（吉田敏男君） これにて、報告を終

わります。

◎ 報告第７号

○議長（吉田敏男君） 日程第７ 報告第７

号専決処分の報告について（平成３０年度足

寄町一般会計補正予算（第３号））の件を議

題といたします。

本件について、報告を求めます。

総務課長 大野雅司君。

○総務課長（大野雅司君） ただいま議題と

なりました、報告第７号専決処分の報告につ

いて、御報告申し上げます。

地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り、下記のとおり専決処分したので、同条第

２項の規定により、これを報告するものでご

ざいます。

専決処分書。

平成３０年度足寄町一般会計補正予算（第

３号）を、地方自治法第１８０条第１項の規

定により別紙のとおり専決処分する。

補正予算の内容について申し上げます。１

３ページをお願いいたします。

平成３０年度足寄町一般会計補正予算（第

３号）。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ３３万２,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１０７億３,

８３６万３,０００円とするものでございま

す。

補正予算の内容につきましては１６ページ

となりますが、報告第６号で報告いたしまし

た車両事故に伴います賠償金３３万２,００

０円の支出計上と、この財源といたしまし

て、同額の賠償保障保険金の歳入計上を行っ

たものでございます。

以上で、報告とさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これにて、報告を終

ります。

◎ 議案第７４号

○議長（吉田敏男君） 日程第８ 議案第７

４号認知症高齢者グループホーム２新築（建

築主体）工事請負契約についての件を議題と

いたします。

本件について、提案理由の説明を求めま
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す。

総務課長 大野雅司君。

○総務課長（大野雅司君） ただいま議題と

なりました、議案第７４号認知症高齢者グ

ループホーム２新築（建築主体）工事請負契

約について、提案理由の御説明を申し上げま

す。

平成３０年７月１８日、足寄町財務規則に

基づき指名競争入札に付した認知症高齢者グ

ループホーム２新築（建築主体）工事につい

て、下記のとおり請負契約を締結するため、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得ま

たは処分に関する条例第２条の規定により議

会の議決をお願いするものでございます。

契約の目的は、認知症高齢者グループホー

ム２新築（建築主体）工事でございます。

契約の方法につきましては、指名競争入札

による契約でございます。

契約の金額は、１億７２４万４,０００

円。

契約の相手方は、足寄町南１条４丁目６番

地２、株式会社森下組、代表取締役森下郁男

氏でございます。

工期は、平成３１年３月１日でございま

す。

工事概要につきましては、１８ページの配

置図をごらんいただきたいと思いますが、１

３ページの左側に記載させていただいており

ますが、工事場所は、足寄町北２条４丁目６

０番地１、既存グループホーム北側に渡り廊

下で接続して建設するもので、構造は木造平

屋建て、延べ床面積３６９.４７平方メート

ルでございます。

１９ページから２１ページに、平面図、立

面図を添付しておりますので、御参照をお願

いいたします。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第７４号認知症高齢者グ

ループホーム２新築（建築主体）工事請負契

約についての件を採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第７４号認知症高齢者グ

ループホーム２新築（建築主体）工事請負契

約についての件は、原案のとおり可決されま

した。

◎ 議案第７５号

○議長（吉田敏男君） 日程第９ 議案第７

５号下水道管渠新設その２工事請負契約につ

いての件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

総務課長 大野雅司君。

○総務課長（大野雅司君） ただいま議題と

なりました、議案第７５号下水道管渠新設そ

の２工事請負契約について、提案理由の御説

明を申し上げます。

平成３０年７月１８日、足寄町財務規則に

基づき、指名競争入札に付した下水道管渠新

設その２工事について、下記のとおり請負契

約を締結するため、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得または処分に関する条例第

２条の規定により議会の議決をお願いするも

のでございます。
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契約の目的は、下水道管渠新設その２工事

でございます。

契約の方法につきましては、指名競争入札

による契約でございます。

契約の金額は、９,４２８万４,０００円。

契約の相手方は、足寄町北１条４丁目３１

番地、株式会社河向組、代表取締役河向由紀

夫氏でございます。

工期は、平成３１年２月４日でございま

す。

工事の概要につきましては、２３ページの

位置図をごらんいただきたいと思いますが、

工事場所は、下愛冠１丁目、直径２５０ミ

リ、延長２４５メートルと、直径１５０ミ

リ、延長５１メートルの管渠新設とマンホー

ル設置５カ所でございます。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほど、よろしくお願い申

し上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第７５号下水道管渠新設そ

の２工事請負契約についての件を採決をしま

す。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第７５号下水道管渠新設

その２工事請負契約についての件は、原案の

とおり可決されました。

◎ 議案第７６号

○議長（吉田敏男君） 日程第１０ 議案第

７６号里見が丘公園整備（遊戯広場）工事請

負契約についての件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

総務課長 大野雅司君。

○総務課長（大野雅司君） ただいま議題と

なりました、議案第７６号里見が丘公園整備

（遊戯広場）工事請負契約について、提案理

由の御説明を申し上げます。

平成３０年７月２４日、足寄町財務規則に

基づき、指名競争入札に付した里見が丘公園

整備（遊戯広場）工事について、下記のとお

り請負契約を締結するため、議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得または処分に関す

る条例第２条の規定により議会の議決をお願

いするものでございます。

契約の目的は、里見が丘公園整備（遊戯広

場）工事。

契約の方法につきましては、指名競争入札

による契約でございます。

契約の金額は、１億３,７７０万円。

契約の相手方は、足寄町南６条４丁目６２

番地、斉藤井出建設株式会社、代表取締役斉

藤和之氏でございます。

工期は、平成３０年１２月１４日でござい

ます。

工事概要につきましては、２５ページの平

面図をごらんいただきたいと思いますが、

ローラー滑り台、ホールドクライム、ネット

遊具、ターザンロープなどの整備でございま

す。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。
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質疑はございませんか。

１０番星孝道君。

○１０番（星孝道君） さきの議会でも御質

問があったように、この野球場に隣接してい

る関係で、安全対策はどうなのかと、こんな

質問があったというふうに思っています。そ

こで、今回示された内容からすると、安全対

策上は心配ないと、こういう御判断で進めら

れるかどうか、お聞きしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、建設課長。

○建設課長（増田 徹君） お答えをいたし

ます。先日の議会で、安全対策についてどう

なのだろうということをお伺いしたところで

ございますが、今回の里見が丘公園の遊戯広

場の工事とは切り離して、今のところ考えて

いるところでございます。ただし、危険度に

ついてはかなり低いのではないかという判断

を今のところしておりますので、今後、野球

場の使用状況等踏まえて確認をし、危険が及

ぶようでしたらその辺の検討をしてまいりた

いというふうに考えておりますので、御理解

のほど、どうぞよろしくお願いします。

○議長（吉田敏男君） 他に質疑はございま

せんか。

２番榊原深雪君。

○２番（榊原深雪君） この遊戯なのですけ

れども、三つありますけれども、この三つの

遊戯に対してどれくらいの年齢の方を対象と

されているのでしょうか。それぞれにお答え

いただきたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、建設課長。

○建設課長（増田 徹君） お答えをいたし

ます。ローラー滑り台等については小学生、

中学生ぐらいを対象となろうかなと思いま

す。ホールドクライム、ネット遊具について

は、一応対象としては小学生低学年からとい

う形になろうかと思いますが、その辺が対象

年齢と。そして幼児につきましては、ここに

は載っていないのですけれども、今後また、

幼児の遊具というのは設置するような方向で

進めていますので、御理解のほどよろしくお

願いいたします。

ターザンロープについては、従来と同じよ

うに小学生ぐらい、幼稚園児高学年から小学

生が対象になろうかと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（吉田敏男君） ２番榊原深雪君。

○２番（榊原深雪君） 契約の金額は１億

３,７７０万となってますけれども、このそ

れぞれの大体の金額はわかるのですか。

○建設課長（増田 徹君） 今、手元にない

ので、調べさせていただきたいのですが、よ

ろしいでしょうか。

○議長（吉田敏男君） ここで暫時休憩をい

たします。

午前１０時４２分 休憩

午前１０時５１分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

建設課長、答弁。

○建設課長（増田 徹君） お時間をいただ

き、ありがとうございました。済みませんで

した。

先ほどの遊具の金額についてですが、ロー

ラー滑り台ほか、一応９,４１０万円。ホー

ルドクライム、ネット遊具については３,８

００万円。ターザンロープについては５６０

万円。一括発注してますので、細かな数字に

ついては多少変わろうかと思いますが、大体

の額についてはこれでなっておりますので、

よろしくお願いします。

○議長（吉田敏男君） ２番榊原深雪君。

○２番（榊原深雪君） およその金額で結構

でしたので、わかりました。

それで、工期が１２月１４日となってます

けれども、これは、全てが１２月１４日から

使える……。冬期間なものですから使えない

と思うのですけれども、これは全て冬は使え

ないものですね。そうしたら、この工期が、

この１２月のために使えない期間が今度長く

なりますよね。それの原因として、どんなこ

とがありましたか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、建設課長。

○建設課長（増田 徹君） 工期が１２月と
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いうことで使えないというあれになるのです

が、遊具のほかに周りの芝等々がありますの

で、養生等をしなければならないということ

も含めて半年間お休みの状態にはなってしま

うのですけれども、来年の年明けというか暖

かくなったら使えるような状況にしていきた

いというふうに考えておりますので、御理解

のほうよろしくお願いいたします。

○議長（吉田敏男君） ２番榊原深雪君。

○２番（榊原深雪君） 金額が金額だけに、

使えない期間が半年近くあるということは

ちょっともったいないなと思うのですけれど

も、土積みになっていました長い期間、やっ

ぱり町民の方から、「あれは何」と質問され

たのです。そうしたら、予算がおりないから

ああいう状態でなっているのですということ

は工事関係者の方が答えていたそうなのです

けれども、やはり長い期間こうやって使えな

いということは、やっぱり子供さんたちも待

ち遠しいと思うのですけれども、予算が早く

つけばよかったのですけれども、こういう長

い期間放置するというのはもったいない。本

当に使えない期間が長いというのはもったい

ないと思うから、今後予算の立て方、あと補

助金なりの関係、やっぱり速やかに努力して

いただきたいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 建設課長、答弁。

○建設課長（増田 徹君） 議員おっしゃる

とおり、きちんとそういうところをしていき

たいのですけれども、なかなか、先ほども

言っていただきましたように国のほうの予算

をうまく見きわめることができないので、そ

こら辺をうまく見きわめながら、工期等々も

含めてなるべく短い間で子供たちに遊んでい

ただけるような遊具の整備工事をしていきた

いというふうに考えてますので、御理解のほ

どよろしくお願いします。

○議長（吉田敏男君） 他に質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第７６号里見が丘公園整備

（遊戯広場）工事請負契約についての件を採

決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第７６号町里見が丘公園

整備（遊戯広場）工事請負契約についての件

は、原案のとおり可決されました。

◎ 議案第７７号

○議長（吉田敏男君） 日程第１１ 議案第

７７号財産（立木）の処分についての件を議

題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

経済課長 村田善映君。

○経済課長（村田善映君） ただいま議題と

なりました、議案第７７号財産（立木）の処

分について、提案理由の御説明を申し上げま

す。

平成３０年７月１８日、足寄町財務規則に

基づき、指名競争入札に付した下記財産（立

木）を処分することについて、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得または処分に関

する条例第３条の規定により、議会の議決を

求めるものでございます。

立木の処分理由につきましては、町有林で

あります鳥取団地でのカラマツヤツバキクイ

ムシの被害が発生していることから、その防

除のため伐採、搬出するものでございます。

処分の相手方は、旭川市忠和７条３丁目２

番５号、有限会社カネキ鈴木造材、代表取締
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役、鈴木清氏でございます。

所在地は足寄町上足寄２７５番地。

処分品目につきましては、カラマツ立木。

処理数量は４,９０６本。処分材積は５,６

２６.０６立方メートルでございます。

処分の方法は、指名競争入札による処分で

ございます。

処分金額は４,３２０万円でございます。

なお、処分予定箇所位置図ですが、右側を御

参照願います。

以上をもちまして、提案理由の説明とさせ

ていただきますので、御審議のほどよろしく

お願いいたします。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第７７号財産（立木）の処

分についての件を採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第７７号財産（立木）の

処分についての件は、原案のとおり可決され

ました。

◎ 議案第７８号

○議長（吉田敏男君） 日程第１２ 議案第

７８号足寄町資源ごみ処理等事業特別会計条

例の制定についての件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

住民課長 松野孝君。

○住民課長（松野 孝君） ただいま議題と

なりました、議案第７８号足寄町資源ごみ処

理等事業特別会計条例の制定について、提案

理由の御説明を申し上げます。

議案書２７ページをお開きください。

本条例は、本年第２回定例会におきまし

て、関連する議案の議決をいただいていると

ころではありますが、池北三町行政事務組合

が平成３１年３月３１日をもって解散するた

め、同年⒋月１日以降資源ごみ処理等事業の

事務は本別町及び陸別町から委託を受け、本

町が受託するに伴いまして、受託する事務の

管理及び執行に当たり、事業の円滑な運営と

経理の適正を図るため、一般会計と区分し、

特別会計を設置しようとするものでございま

す。

条文について御説明を申し上げます。本条

例は２条から構成されており、第１条では提

案理由で御説明した特別会計設置について定

めております。第２条では、本会計の歳入

は、負担金、一般会計繰入金、借入金及び付

属諸収入とし、資源ごみ処理等の事業費、借

入金の償還金及び利子、その他の諸支出を

もって歳出とすることを定めております。な

お、附則におきまして、この条例は公布の日

から施行することを定めております。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第７８号足寄町資源ごみ処

理等事業特別会計条例の制定についての件を

採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第７８号足寄町資源ごみ

処理等事業特別会計条例の制定についての件

は、原案のとおり可決されました。

◎ 議案第７９号

○議長（吉田敏男君） 日程第１３ 議案第

７９号平成３０年度足寄町一般会計補正予算

（第４号）の件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

総務課長 大野雅司君。

○総務課長（大野雅司君） ただいま議題と

なりました、議案第７９号平成３０年度足寄

町一般会計補正予算（第４号）につきまし

て、提案理由の御説明を申し上げます。

補正予算つづり１ページをお願いいたしま

す。

議案第７９号平成３０年度足寄町一般会計

補正予算（第４号）について、御説明申し上

げます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

４,５２０万６,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１０７億８,

３５６万９,０００円とするものでございま

す。

歳出から御説明申し上げます。

１０ページをお願いいたします。

第２款総務費、第１項総務管理費、第２２

目開町１１０周年記念事業費におきまして、

記念品ふるさとトーク足寄企画運営業務委託

料など、開町１１０年記念事業に係る経費と

いたしまして、合わせて５１１万４,０００

円を計上いたしました。

第３款民生費、第２項老人福祉費、第４目

介護保険助成費、第１３節委託料におきまし

て、介護職員初任者研修業務といたしまし

て、１０５万９,０００円を計上いたしまし

た。

１２ページをお願いいたします。

１２ページ、第６款農林水産業費、第１項

農業費、第３目農業振興費、第１９節負担金

補助及び交付金におきまして、産地パワー

アップ事業補助金といたしまして２９０万円

を計上いたしました。

第８款土木費、第２項道路橋りょう費、第

２目道路管理費、第１３節委託料におきまし

て、足寄白糠線（土砂流出防止工）調査設計

業務といたしまして２５２万８,０００円を

計上いたしました。

第１５節工事請負費におきまして、道路排

水用水中ポンプ電源設備工事といたしまして

４７２万円を計上いたしました。

第３目土木車両管理費、第１８節備品購入

費におきまして、貨物トラックといたしまし

て１,７９８万９,０００円を計上いたしまし

た。

第３項河川費、第２目河川維持費、第１４

節使用料及び賃借料におきまして、重機借上

料といたしまして３５０万８,０００円を計

上いたしました。

第１１款災害復旧費、第２項農林水産業施

設災害復旧費、第１目農地災害復旧費、第１

５節工事請負費におきまして、農地災害復旧

工事といたしまして３９３万９,０００円を

計上いたしました。

以上で歳出を終わり、次に歳入について申

し上げます。

８ページにお戻りください。

８ページ、第１０款地方交付税、第１項地

方交付税におきまして、普通地方交付税を

２,１１９万８,０００円減額いたしました。

第１８款繰入金、第１項基金繰入金におき
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まして、財政調整基金繰入金といたしまして

６,５３４万７,０００円を計上いたしまし

た。

第２１款町債、第１項町債におきまして、

臨時財政対策債を３０２万４,０００円減額

いたしました。これら歳入の補正は、国から

の交付税及び臨時財政対策債の額の決定通知

を受けて減額し、財政調整期金で財源調整を

行ったものでございます。

以上が歳入の主な事項でございます。

３ページにお戻りください。

３ページにおきまして、第２表地方債補正

変更１件をお願いしてございます。

なお、１７ページ以降に説明資料を添付さ

せていただきましたので、御参照いただきた

いと思います。

以上で、議案第７９号平成３０年度足寄町

一般会計補正予算（第４号）の提案理由の説

明とさせていただきますので、御審議のほど

よろしくお願い申し上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

１０ページをお開きください。

歳出から始めます。款で進めます。

第２款総務費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に第３款民生費、

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に１２ページ。第

６款農林水産業費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に第８款土木費、

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 第１１款災害復旧

費、質疑はございませんか

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 歳出総括、ございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に８ページにお戻

りください。

歳入に入ります。歳入一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 歳入総括、ございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に３ページにお戻

りください。

第２表地方債補正変更１件、質疑はござい

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 全体に対する総括、

ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第７９号平成３０年度足寄

町一般会計補正予算（第４号）の件を採決を

します。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第７９号平成３０年度足

寄町一般会計補正予算（第４号）の件は、原

案のとおり可決されました。

◎ 閉会宣告

○議長（吉田敏男君） これをもって、本臨

時会に付議されました案件の審議は全部終了

をいたしました。

これで、本日の会議を閉じます。

平成３０年第３回足寄町議会臨時会を閉会
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をいたします。

午前１１時１２分 閉会


